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 戦争・死刑と国家。そして国家と人民（１７６）  

（Eメールニュース「みやぎの九条」２０２１年１０月１５日号）  

小田中 聰樹     （東北大学名誉教授・みやぎ憲法九条の会世話人） 

 

（２０１８年８月に生起した諸問題の 3回目です。「原発問題」を取り上げます。次号か

ら２０１８年 9月に生起した諸問題に入ります。） 

 

第５章 原発問題 

１ 島根原発再稼働問題 

（１）①ⓐ２０１８年８月１０日、中国

電力は、島根３号機（中国電力が建設中の

新設原発）の稼働を原子力規制委員会に申

請した。県はこれに同意した（８月１１日

朝日新聞・赤旗）。 

この３号機は、２０１１年３月に事故を

起こした福島第１原発と同じく沸騰水型

（ＢＷＲ）の改良型であり、東日本大震災

前にほぼ完成し、２０１９年４月～９月に

は工事終了予定（前掲朝日）（なお、中国

電力は、島根２号機の再稼働への審査も申

請している）。 

ⓑ中国電力が稼働に執着するのは「電力

の自由化で競争が激しい」ことが背景にあ

り、「経営の安定、競争力の強化に原発は

非常に有効な電源」（清水中国電力社長）

だからである（前掲朝日）。 

②ⓐこの動きに対し、地元から次のよう

な抗議と批判の声が上がっているのは当然

である（８月１２日赤旗）。 

島根大学名誉教授の島根原発・エネルギ

ー問題県民連絡会（エネ連）の保母事務局

長の談話 

“このような事態になったのは、住民の

意見も聞かず、国のいいなりの姿勢をとっ

てきた県や立地自治体・松江市や周辺自治

体が地方自治の精神を欠いていることによ

るものだ。地方自治を再建することが原発

問題を語るうえで重要だと明確になった。

この意味でも原発問題はこれからが本番だ

といえる。 

「エネ連」では、科学的に原発問題を検

討できる専門家から成る委員会の設置を提

案してきた。県や市の安全対策協議会など

現行の審査体制では、住民の意見をすべて

汲み取ることもできず、科学的な判断もで

きない。” 

ⓑこの保母談話で指摘されている原発立

地自治体の果たすべき役割（同意権）の重

要さは、全国に共通の問題である（例えば

新潟、宮城など）。 

このことについては、他日取り上げた

い。 

 

２ 原賠制度見直しの動き 

（１）①ⓐ２０１８年８月６日、原子力

損害賠償制度見直しの報告書（最終案）が

政府の専門委でまとめられた（８月２１日

赤旗）。 
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ⓑ原賠法（原子力損害の賠償に関する法

律）は、１９６１年に成立・施行された。

この法律の要点は次の通りである（２０１

９年１月１４日朝日新聞）。 

原子力損害賠償法の要点 

＜目的＞被害者の保護を図り、原子力事

業の健全な発達に資する。 

・原子力事業者は過失の有無に関わら

ず、無制限に賠償責任を負う。 

・「異常に巨大な天災地変」「社会的動

乱」の場合は、賠償義務を免責する（国が

被災者救助に必要な措置を取る）。 

・民間保険や政府補償で原発ごとに備え

る上限額は１２００億円。 

・（１２００億円を超えた場合） 政府

が電力会社を「救助」し、原子力損害賠償

支援機構法に基づき原子力損害賠償・廃炉

等支援機構が支援する。 

➁ⓐつまり原賠法は、事故の賠償責任を

電力会社（東電）に無限に負わせる一方

で、民間保険と政府補償の契約を義務づ

け、１原発当り最大１２００億円を賠償措

置額として準備させる。 

そして国が電力会社（東電）に金を貸

し、その額を電気料金や税金として国民に

転嫁する仕組みである（１月１４日朝

日）。 

ⓑこの仕組みへの批判が強く、政府（原

子力委員会専門部会）は２０１５年から原

賠法改定の論議を始め、２０１８年８月６

日報告書の最終案をまとめた（政府は、同

年秋の臨時国会に原賠法改定案を提出する

方針）（８月７日河北新報・同月１４日朝

日新聞）。 

（２）この最終案の問題点は何か。 

本間青山学院大学名誉教授の「原賠制度

見直し最終案を読む」（２０１８年８月２

１日～同月２３日赤旗）に学ぶこととし、

この論稿の要約を記す。 

①原賠制度は、事故を起こした電力会社

に過失・無過失の有無に拘らず、賠償責任

があるとするのが原則で、迅速・確実な被

害者保護のために、「損害賠償措置額」（現

在１２００億円）を設定して、電力会社に

義務づけた。これは、電力会社と保険会社

との間の責任保険か又は電力会社と政府と

の間の補償契約かで補償する仕組みとなっ

ている。 

②ところが最終案には「賠償措置額」の

記述がなく、２０１０年（福島原発事故の

１年前）に１２００億円としたのをそのま

ま押し通すという、信じ難い案である。 

③その理由につき、事故後につくられた

「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」で

必要な資金確保ができるように措置が講じ

られているし、電力業界にとって予見可能

性が低いとか、民間の保険市場の引き受け

能力が厳しい、と説明されている。 

事業者の予見可能性とは、事業者負担の

予見可能性のこと。賠償負担を限定して、

経営の心配なく原発を稼働させたいという

ことなのだ。電力業界は掛け金の負担の増

額はできないとし、保険業界は補償額の引

き上げはできないと主張した。自分たちの

負担できないものを被害者と国民に回し、

賠償措置額は引き上げない。最終案は、業

界のこのような意向、つまり加害者側の意

向を政府が汲んだものだ。 

④専門部会のメンバーは、電力会社など

の業界代表、その関係者で構成されてお

り、電力会社の賠償責任を限定する議論か

ら出発し、「国策」の名で国民負担の無限

定化、被害者の受忍、電力保険業界の責任

回避・負担回避の論議に終始したのだ。 

⑤原賠制度では、賠償措置額を超える部

分は「国の援助」となっているが、どうい

う援助をするかははっきりしていない。 
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⑥「有限責任」が明文化されなかったの

は、審議内容が加害者保護だという批判を

抑えるのが難しくなり、形だけはいま迄の

無限責任のままにし中身をなし崩しに「有

限化」すると対応を変えたということだ。

すなわち、実質的に事業者の賠償責任を押

えて、国すなわち国民の税金や電気料で穴

埋めする方向・枠組みが政府によって作ら

れた。 

⑦このように原賠制度は、手に負えない

リスクとコストを業界の外に回して、手に

負えるかのような虚構をつくることでスタ

ートした。事故は起こらない、仮に起きて

も原賠制度がある、賠償措置額を設定して

ある、１２００億円を超えるような事故は

まず起こらない、という虚構でやってき

た。このような虚構がなければ危険な原発

を動かすことができなかったということ

だ。 

福島事故、そして今回の専門部会の議論

と見直しの最終案では、この虚構性がいっ

そうあからさまになってきている。 

そもそもどんな賠償制度をつくっても、

原発事故に対応することはできない。 

⑧賠償制度・保険制度は、事故に歯止め

をかけることに意味がある。あるいは事故

が起きても拡大させない、被害に結びつか

せないことだ。原子力損害賠償制度は本

来、多重防護とか避難計画などと合わせた

組織的な災害対策の一環として講じられる

べきもので、その観点がまったく抜け落ち

た上で政府や電力会社は再稼働に走ってい

る。とても危ういと言わざるを得ない。 

（３）以上の本間名誉教授の指摘から学

んだことを感想メモとして 5点記す。 

①原賠制度は原発推進という「国策」実

現のために設けられたものであり、被害者

賠償・被害者保護を志向していないこと。 

②事業者が負う賠償責任が、なし崩し的

に「無限責任」から「有限責任」へと変質

させられていること。 

③そのギャップを穴埋めするのは、税金

であり電気料金であり、その最終的ツケは

国民であり消費者に転嫁されること。 

④いかなる原賠制度を作っても、原発事

故に対応できないこと。 

⑤そうだとすれば、原発は廃止すべきで

あること。 

 

３ プルトニウム保有の問題性 

①７月３１日、原子力委員会は、「プル

トニウム利用の基本的な考え方」を決定し

た。プルトニウム保有量の上限を設け、現

状の約４７トンから削減する方針を明示し

たのである（８月１２日赤旗）。そのポイ

ントは次の通り。 

― 我が国は、プルトニウム保有量を減

少させる。プルトニウム保有量は、以下の

措置の実現により、現在の水準を超えるこ

とはない。 

― 再処理等の計画の認可に当たって

は、プルサーマルの着実な実施に必要な量

だけ再処理が実施されるよう認可を行う。 

― 事業者間の提携・協力を促すこと等

により、海外保有分のプルトニウムの着実

な削減に取り組む。 

― 研究開発に利用されるプルトニウム

は、当面の使用方針が明確でない場合、そ

の利用または処分等について全てのオプシ

ョン（選択肢）を検討する。 

➁ⓐ日本は、原発の使用済み核燃料から

プルトニウムを取り出して再利用する核燃

料サイクルの利用を実現させ、プルトニウ

ムを核燃料とする高速増殖炉もんじゅの開

発と再処理工場の建設を進めつつ、使用済

み核燃料の再処理を英仏に委託してプルト

ニウムを溜め込んできた。 
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現在（２０１８年８月）、日本は４７ト

ン超のプルトニウム（核弾頭６０００発分

に相当する）を保有している。 

ⓑプルトニウムの大量保有という異様な

状態は、核燃料サイクルの政策的破綻の結

果である。 

同時に本問題の重要な点は、大量のプル

トニウム保有が「核拡散」の危険を本質的

に孕んでいることであり、核拡散防止・核

廃絶の国際的潮流に逆行するものである点

にある（８月１日朝日・８月２３日赤

旗）。 

🄫以上の脈絡で赤旗（前掲）が次のよう

に主張していることは、正論だというべき

であると考える。 

“日本にとって、プルトニウム利用は外

交的にも経済的にも何の利点もない。安倍

政権は、高速増殖炉開発に失敗し核燃料サ

イクルが破綻した現実を認め、プルトニウ

ム利用を断念し、核燃料サイクルから手を

引くべきだ。何より、あらたなプルトニウ

ムを生み出すことになる原発再稼働を断念

すべきだ。” 

 

４ その他の原発問題 

（１）①８月６日、福島県商工団体連合

会は、東電・経産省に対し、福島事故に伴

う賠償を誠実に行うよう交渉した（８月７

日赤旗）。 

②東電は、２０１５年から年間逸失利益

の２倍相当額を将来分の賠償として支払

い、それを上廻る分は追加分として支払う

としている。 

③だが実際には、原発事故との因果関係

の証明が求められ、賠償が進んでいないの

が実態である。 

（２）①８月２９日、東海第２原発に関

し、日本原子力発電（原電）と原電周辺自

治体（原電と３０キロ圏内にある周辺自治

体）とは、再稼働や新増設など重要事項に

つき「意見を述べる権利」があるとする等

の協定を結ぶことに合意した（８月３０日

朝日新聞）。 

②東海第２原発（茨城県）は１月に４０

年の運転期間を終えるが、２０年の運転延

長を目指している。首都圏唯１の老朽商業

炉である。 

２０１８年７月４日原子力規制委員会

は、新規制基準に適合する、とした。 

（３）①朝日新聞の調査によれば、」１

９９１年以降、少なくとも北海道と全国２

５市町村の計２６自治体で放射性廃棄物の

持込みを規制したりする条例が制定され、

現在（８月２８日時点）では２２自治体で

施行されている（８月２８日朝日新聞）。 

②その背景には、電力事業者が、原発か

ら出る使用済核燃料の中間貯蔵施設の候補

地探しを本格化している事情がある。 

経産省が適地を色分けした「科学特性マ

ップ」を公表（２０１７年７月）してか

ら、地方自治体には警戒感が拡がっている

（前掲朝日新聞）。 

（４）①８月３０日、福島第１原発の敷

地内に溜り続けている放射性物質トリチウ

ムを含む水の処分方法を巡り、政府の原子

力規制委が国民の意見を聴く初の公聴会が

開かれた（８月３１日河北新報）。 

②１４人のうち１３人が、原子力規制委

が「唯一の方法」とする海洋放出に反対又

は慎重な意見を述べた。 

原子力規制委の更田委員長がトリチウム

以外も希釈すれば海洋放出を認める考えを

示していることに、発言者から「そもそも

ＡＬＰＳなど要らないことになる」と批判

が出た。 
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（４）以上に述べたことは、核のゴミ処

分問題、適合審査問題、賠償問題などは何

れも科学技術的にも社会的にも政治的にも

未解決問題であり、原発は住民の利益・利

益を蔑ろにし、住民の犠牲の上に成り立つ

ものであり人類の生存と相容れないことを

示している。 

（５）右の外にも原発作業員健康リスク

の問題につき、次のような警告が国連レベ

ルでなされている（赤旗８月１８日）。 

国連人権理事会に各国の人権状況などを

報告する特別報告書は、８月１６日、東京

電力福島第１原発事故の除染作業員につい

て、十分な被ばく対策なしでの作業を強い

られるなど「深刻なリスクがある」とし

て、「日本政府は即刻対応しなければなら

ない」と警告する声明を発表した（９月

に、人権理に報告書を提出）。 

声明は、「作業員には、移民や難民やホ

ームレスが含まれている情報がある」とし

た上で「被爆リスクについての虚偽説明

や、経済的困難から危険な作業を強いられ

る」などの恐れがあり、「深く懸念してい

る」と述べている。 

声明はさらに、十分な経験のない下請け

業者が作業を受注し、人材派遣会社を介し

て大量の作業員を雇用していることも「労

働者の権利侵害が起きやすい状況」を作り

出している可能性があると指摘した。 

 

５ 教育問題 

（１）①８月１７日、長野市で「みんな

で２１世紀の未来をひらく教育のつどい―

教研集会全国集会」が開かれた（なお、大

会は８月１９日迄３日間）（８月１８日赤

旗）。 

教職員、保護者、研究者、市民の集いで

ある。テーマは、「憲法と子ども 権利条

約がいきて輝く教育と社会を確立しよう」

であり、３日間で合計約４５００人が参加

した（主催全日本教職員組合など２４団

体）。 

②開会全体集会では、中村実行委員会代

表委員（全教委員長）が、「子どもの成長

発達 

を保障する本来の教育へ、父母・保護者・

教職員・市民の共同で変えていける」、と

訴えた。 

 また現地実行委員会の原実行委員長（信

州の教育と自治研究所長）は、”長野の教

育の歴史に触れて日本の民主教育を守り貫

こう”と語った。 

 ③８月１８日、特設分科会「『道徳教

育』のあり方を考える」では、道徳の教科

書の問題点や教育実践の交流がなされた

（８月１９日赤旗）。 

 ⓐ大東文化大の渡辺准教授が基調報告。

道徳は本来、異なる他者と共に生きる術を

学ぶものなのに、政府は「道徳科」で体制

や権力に従順な国民をつくることを狙って

いる。教材の読みかえや発展など、より良

いものに変える実践や他の教員と連携した

手をつなぐ実践が必要だ、と指摘した。 

ⓑ出版労連の吉田さんは、「法の順守」

を押し付け、基本的人権の尊重、労働者の

権利などには触れない教科書の問題点を指

摘した。 

④実行委員会は、閉会にあたり「憲法を

いかし、平和を守り真実をつらぬく教育と

社会を」とのアピールを発表。憲法を守り

生かすのか、憲法を改悪して日本を「戦争

をする国」へとつくり変えるのかが鋭く問

われるなかで集いが開かれたことを強調

し、憲法を生かし、平和を守り真実をつら

ぬく教育の確立、子どもたちのありのまま
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から出発し、１人ひとりの成長・発達を保

障する教育の大切さが確認された、とした 

（以上で２０１８年８月号を終了します。次回から２０１８年９月に入ります。） 


